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山
民
主
党
政
権
は
、
こ
れ
ま
で
の

郵
政
民
営
化
路
線
を
転
換
す
る

「
改
革
法
案
」を
決
め
た
。
政
権
交
代
後

の
既
定
路
線
と
は
い
え
、
か
つ
て
野
党
時

代
に
郵
貯
・
簡
保
の
縮
小
を
唱
え
て
い
た

民
主
党
と
し
て
は
、
事
実
上
の「
公
約
違

反
」だ
ろ
う
。
時
計
の
針
は
逆
回
転
し
は

じ
め
た
よ
う
だ
。

今
回
の「
改
革
」は
、（
一
）郵
政
グ
ル
ー

プ
会
社
を
三
社
体
制
に
再
編
、（
二
）郵
貯
・

簡
保
会
社
の
完
全
民
営
化
を
見
送
り
、ユ

ニ
バ
ー
サ
ル・
サ
ー
ビ
ス
を
義
務
付
け
る

一
方
、（
三
）郵
貯
・
簡
保
の
限
度
額
を
引

き
上
げ
、
融
資
な
ど
の
新
規
業
務
は「
届

出
制
」に
し
て
自
由
に
認
め
る―

と
い

う
も
の
だ
。

要
は
、
郵
貯
・
簡
保
の
株
式
を
す
べ
て

売
ら
ず
に
、
国
が
大
株
主
と
し
て
関
与
し

つ
づ
け
、
そ
の
収
益
を
あ
て
こ
ん
で
全
国

一
律
の
郵
政
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
す
る
と
い

う
仕
組
み
だ
。
民
営
化
の
進
展
に
応
じ
て

業
務
活
動
を
漸
進
的
に
認
め
て
き
た
こ
れ

ま
で
の
方
式
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

民
営
化
の
ゴ
ー
ル（
二
〇
一
七
年
、
株

式
完
全
売
却
予
定
）が
な
く
な
れ
ば
、
郵

貯
・
簡
保
会
社
は「
官
業
」形
態
が
続
く
。

預
金
者
か
ら
見
れ
ば
、
国
の
後
ろ
盾（
暗

黙
の
政
府
保
証
）が
あ
る
た
め
、
資
金
は

集
ま
り
や
す
い
。
郵
貯
の
預
入
限
度
額
は

二
〇
〇
〇
万
円
、
簡
保
の
補
償
限
度
額
は

二
五
〇
〇
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
た

め
、
今
後
は
民
間
資
金
が
大
き
く
逆
シ
フ

ト
す
る
懸
念
も
あ
る
。

そ
の
う
え
、
郵
貯
・
簡
保
に
民
間
並
み

の
自
由
な
業
務
活
動
を
認
め
る
の
だ
か

ら
、「
官
」プ
ラ
ス「
民
」の
相
乗
効
果
に

よ
っ
て
、
競
合
す
る
金
融
機
関
へ
の
影
響

は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、郵
貯
・
簡
保
が
本

格
的
な
融
資
業
務
を
始
め
れ
ば
、
地
域
金

融
に
少
な
か
ら
ぬ
波
乱
を
招
く
だ
ろ
う
。

ま
た
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
各
社
間
の
取
引

に
か
か
る
消
費
税
の
免
除
や
、
郵
貯
・
簡

保
を
監
督
す
る
金
融
庁
の
検
査
体
制
の
見

直
し（
銀
行
法
、
保
険
法
な
ど
の
例
外
対

象
）な
ど
、「
官
業
」に
伴
う
特
典
は
残
さ

れ
た
ま
ま
だ
。

本
来
、
郵
政
改
革
は
非
効
率
な「
官
業
」

か
ら
民
間
へ
資
金
を
流
し
て
経
済
を
活
性

化
さ
せ
る
の
が
本
旨
の
は
ず
。「
官
か
ら

民
へ
」で
は
な
く
、「
官
太
り
」を
助
長
す

る
政
策
は
、
そ
れ
こ
そ
民
主
党
の
主
張
す

る「
脱
官
僚
」政
策
と
は
相
い
れ
な
い
。

完
全
民
営
化
と
い
う
縛
り
が
な
く
な
れ

ば
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
各
社
の
業
務
効
率
化

や
合
理
化
の
動
き
も
鈍
く
な
る
。
日
本
郵

政
は
、
地
域
の
簡
易
郵
便
局
の
統
廃
合
や

業
務
効
率
化
を
進
め
て
き
た
が
、
人
員
合

理
化
な
ど
の
リ
ス
ト
ラ
策
は
素
通
り
し
た

ま
ま
。
と
り
わ
け
、
政
権
交
代
後
に
は
、

旧
特
定
郵
便
局
の
局
舎
の
賃
貸
料
引
き
上

げ
や
買
い
取
り
な
ど
で
、
政
府
は「
郵
政
」

既
得
権
の
擁
護
に
回
っ
た
。

一
方
、
政
府
は
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
非
正

規
社
員
六・
五
万
人
を
正
規
社
員
化
す
る

と
い
う
。
し
か
し
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
維
持
に
は
年
間
一
兆
円
以
上
の
コ
ス

ト
が
か
か
る
。
新
た
な
人
件
費
増
を
ど
う

賄
う
の
か
、「
官
業
」の
郵
貯
・
簡
保
の
業

務
拡
大
で
得
た
収
益
を
あ
て
こ
ん
で
の
も

く
ろ
み
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
郵
政
会
社

の
た
め
の「
改
革
」で
し
か
な
い
。

国
民
の
た
め
、
地
域
の
た
め
の
郵
政
事

業
と
い
え
ば
、
確
か
に
聞
こ
え
は
い
い
。

し
か
し
、
実
質
赤
字
続
き
の
郵
便
事
業
や

「
ナ
ロ
ー
バ
ン
ク
」（
狭
義
の
銀
行
業
）で
し

か
な
い
郵
貯
会
社
の
先
行
き
は
そ
れ
ほ
ど

明
る
く
な
い
。

郵
貯
・
簡
保
は
資
金
運
用
の
八
〇
％
を

安
全
資
産
の
国
債
で
運
用
し
て
い
る
。
今

後
、
郵
貯
・
簡
保
が
民
間
並
み
の
業
務
拡

大
に
走
れ
ば
、運
用
リ
ス
ク
は
増
大
す
る
。

融
資
業
務
拡
大
も
地
域
の
公
共
施
設

整
備
な
ど
に
向
か
え
ば
、
か
つ
て
の
財
政

投
融
資
と
変
わ
ら
な
く
な
る
。
一
部
で

は
、
郵
貯
資
金
を「
官
製
フ
ァ
ン
ド
」と
し

て
成
長
戦
略
に
活
用
す
る
案
も
取
り
ざ
た

さ
れ
る
が
、
非
効
率
な
政
策
金
融
が
復
活

す
る
よ
う
で
は
、
話
に
も
な
ら
な
い
。

一
方
、
政
府
が
財
政
難
を
理
由
に
、
郵

貯
の
国
債
の
引
き
受
け
余
力
に
期
待
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
問
題
だ
。
財

政
健
全
化
へ
の
道
筋
を
明
確
に
描
け
な
い

民
主
党
政
権
に
と
っ
て
、
財
政
規
律
の
欠

如
は
致
命
傷
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
郵

貯
資
金
を
政
府
専
用
の
便
利
な「
ポ
ケ
ッ

ト
」の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
時
代
錯
誤

も
は
な
は
だ
し
い
。

政
府
が
関
与
し
つ
づ
け
る「
国
営
」事

業
で
い
く
な
ら
、
規
模
縮
小
と
民
の
補
完

に
徹
す
べ
き
だ
ろ
う
。
郵
貯
・
簡
保
が

「
民
」を
押
し
の
け
て
再
び
肥
大
化
の
道
を

た
ど
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
郵
便
事
業

へ
の
収
益
移
転
や
郵
政
グ
ル
ー
プ
全
体
の

「
官
」体
質
温
存
の
た
め
の
民
営
化
見
直

し
な
ら
、お
よ
そ「
改
革
」と
は
言
え
ま
い
。

「
官
か
ら
民
へ
」に
逆
行
す
る「
郵
政
改
革
」

は
、
い
ず
れ
大
き
な
ツ
ケ
を
残
す
可
能
性

が
高
い
。
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